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はじめに

屋久島は，鹿児島市の南およそ 135km に位置する一島一町の島です。県本土と

屋久島を結ぶ交通は，1 日 ６～７往復の高速船と 2 種・各 1 日 1 便のフェリー， 1

日５～６便の定期航空路があります。

現在は小型プロペラ機によって鹿児島空港，福岡空港，伊丹空港への航空路が運

航されていますが，関東方面から屋久島に来島する人は航空機を利用する人が多く，

その場合鹿児島空港を経由する必要があります。 また，関東と屋久島間の航空機

の運航は，一般的にプロペラ機では困難と考えられ，ジェット機によるものと想定され

ます。現在の屋久島空港の滑走路長 1,500ｍでは，プロペラ機の離着陸は可能です

が，ジェット機は難しいことから，その解消が課題です。

このような背景から，鹿児島県，屋久島町で構成される「屋久島空港滑走路延伸

協議会」では，屋久島の交流人口の拡大による地域経済の活性化や観光振興の発

展のため，ジェット機就航に必要な滑走路 2,000ｍの延伸の事業化に向けた取り組み

を進めています。

令和元年 10 月には「屋久島空港滑走路延伸計画に関するＰＩ実施計画書」を策定

し，これに基づき，令和2年1月 10日から令和2年 2月 28日までの約50日間，「屋

久島空港の滑走路延伸基本計画（案）について」，事業の必要性や施設計画の妥当

性等について意見を伺うＰＩ活動を行いました。 本資料は，屋久島空港のＰＩ評価委

員会の評価・助言を受けて，屋久島空港のＰＩ活動の実施記録をとりまとめたもので

す。

令和２年５月

屋久島空港滑走路延伸協議会
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１．ＰＩ活動について

（１）周知（ＰＲ活動）・情報提供

令和 2年 1 月 10 日から令和 2年 2 月 28 日まで，屋久島町や鹿児島県内を中心

に，屋久島空港の滑走路延伸基本計画（案）に関する意見募集について（以下 PI 用

パンフレット）の周知（ＰＲ活動）を行うとともに，PI 用パンフレットを屋久島町の全世帯

に配布し，鹿児島県庁，屋久島町役場，屋久島空港や県内各空港並びに鹿児島港

などに備え置き，鹿児島県ホームページからでも閲覧できるように掲載しました。

意見募集にあたっては，鹿児島県庁，屋久島町役場，屋久島空港ターミナルなど

において，ＰＲポスターの掲示，パネル展示，県内空港ビルや県土木出先事務所へ

のチラシの設置，鹿児島県フェイスブック，テレビ・ラジオ放送による呼びかけ，行政

広報誌や県庁ホームページへの掲載など，積極的な活動を行いました。

さらに，屋久島町の 3 か所で説明会を開催し，PI 用パンフレットの内容を説明しま

した。

表 1 周知（ＰＲ活動）・情報提供

手法 媒体・場所 実施期間

行政広報誌への記事掲載 広報誌｢県政かわら版｣ 令和 2年 2月号

広報誌｢町報やくしま｣ 令和 2年 1月号

令和 2年 2月号

PRポスター掲示

（100 部）

屋久島町役場，鹿児島県庁，屋久島事務

所，屋久島空港，宮之浦港，安房港，鹿

児島空港，各離島空港 等

R2.1.10～

PR チラシの設置

（580 部）

県地域振興局建設部・支庁（屋久島除

く），鹿児島東京事務所，屋久島町役場

等

R2.1.10～

PI 用パンフレットの

配布・備え置き

（8,100 部）

屋久島町全世帯配布（6,600 部）

屋久島事務所，屋久島町役場

鹿児島県庁 等

R2.1.10～

パネル展示

（6箇所）

鹿児島県庁，屋久島事務所，屋久島町役

場，屋久島空港，宮之浦港，安房港

R2.1.20～

ホームページへの情報

掲載

鹿児島県ホームページ

屋久島町ホームページ

R2.1.10～
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☆周知（ＰＲ活動）・情報提供の例

≪PR チラシ・ポスター≫ ≪PI 用パンフレット≫

≪町報やくしま≫ ≪県政かわら版≫ ≪PRポスター掲示≫

◆屋久島空港 ◆鹿児島県庁 ◆屋久島町役場

手法 媒体・場所 実施期間

SNSへの情報発信 鹿児島県フェイスブック R2.1.24～

新聞広告・ラジオ・テレビ 鹿児島県広報（南日本新聞）

鹿児島県広報（南海日日新聞）

FMかごしま なるほど！鹿児島

MBC ラジオ いきいき鹿児島！

県政広報テレビ KYT「けんナビっ！」

R2.1.19

R2.1.19

R2.2.25

R2.2.27

R2.2.2

説明会の開催 屋久島離島開発総合センター（宮之浦） R2.1.27

屋久島町役場 R2.1.27

尾之間中央公民館 R2.1.28

屋久島町の取組 区長への事前説明 R1.11.21，R2.1.31

防災行政無線での定期的な呼びかけ R2.1.10～

県立屋久島高校 1.2 年生への意見募集 R2.2.5
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≪パンフレットの配布・設置≫

■屋久島町役場 ■屋久島空港 ■鹿児島県庁

≪パネル展示≫

◆屋久島町役場 ◆鹿児島県庁 ◆鹿児島空港大型モニター

≪説明会≫

◆離島開発総合センター ◆屋久島町役場 ◆尾之間中央公民館

≪県政広報テレビ KYT「けんナビっ！」≫ ≪＜鹿児島県フェイスブック≫
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表 2 PR ポスター・PR チラシ・PI 用パンフレットの配布・備え置き実績

PR
ポスター

PR
チラシ

PI用
パンフレット

備　　考

港湾空港課 2 20 20
監理課 1 － 2
交通政策課 1 － 2
環境林務課 1 － 2
市町村課 1 － 2
離島振興課 1 － 2
広報課 1 － 2
自然保護課 1 － 2
県政情報センター 1 － 50
県庁１階 － － 100 パネル展示
県庁２階 1 － －
県庁エレベーター 1 － －
屋久島事務所 2 － 50 パネル展示
県地域振興局・支庁等(18箇所) 18 360 － 屋久島事務所除く
鹿児島県東京事務所 1 100 －
小計(1) 33 480 234
屋久島町民 － － 6,600 全世帯配布
屋久島町役場 5 100 230 パネル展示
屋久島空港ターミナルビル 1 － 100 パネル展示
宮之浦港ターミナル（2箇所） 1 － 100 パネル展示
安房港ターミナル 1 － 80 パネル展示
口永良部漁港ターミナル 1 － 40
観光協会 1 － 20
商工会 1 － 20
漁業協同組合 1 － 20
農業協同組合 1 － 20
建設業協会 1 － 20
小計(2) 14 100 7,250
県内市町村 42 － －
鹿児島空港ターミナルビル 2 0 100 大型モニター掲示
種子島空港ターミナルビル 1 0 30
奄美空港ターミナルビル 1 0 20
喜界空港ターミナルビル 1 0 20
徳之島空港ターミナルビル 1 0 20
沖永良部空港ターミナルビル 1 0 20
与論空港ターミナルビル 1 0 20
鹿児島港南埠頭ターミナル・フェリー 1 0 30
鹿児島港南埠頭ターミナル・高速船 1 0 50
西之表港ターミナル 1 0 60
ＰＩ説明会 ３回 － － 220
予備 － － 26
小計(3) 53 0 616

合計(1)+(2)+(3) 100 580 8,100

配布・備え置き先

鹿
児
島
県

そ
の
他

屋
久
島
町
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２．PI 活動で寄せられた回答について

（１）回答数

意見募集期間中にハガキやホームページで寄せられた回答の合計は 2,177 通

であり，その内，屋久島町民の方からは，2,056 通（94.4％）でした。

（世帯数6,600 R1.12現在）

図１ 回答数

（２）回収手段・場所・方法

寄せられた回答の手段では，ハガキが 1,824 通，ホームページが 353 通でした。

回収場所・方法では，屋久島町役場による回収が最も多く 1,114 通と全体の約 5

割を占めました。次にポスト投函が 654 通と 2 番目に高い割合を占めました。

表３ 回答の回収結果

手段 回収場所・方法 回収数

ハガキ 屋久島町役場による回収 1,114 通

ポスト投函 654 通

屋久島空港 40通

熊毛支庁屋久島事務所 11通

安房港ターミナルビル 2通

鹿児島県庁 1階（パネル展示） 2 通

宮之浦港ターミナルビル 1通

小計（ハガキ） 1,824 通

ホームページ 屋久島空港 PI ホームページ 353 通

合計 2,177 通
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（３）回答の結果

ハガキやホームページの回答内容をもとに，①回答した方の属性，②ＰＩ活動を知

ったメディア，③基本計画(案)への興味，④情報提供内容の理解度，⑤屋久島空港

の滑走路延伸を検討する上で重要だと思う項目，⑥滑走路延伸の賛否， 自由意見

について集計しました。

結果は，次のとおりです。

① -1 回答した方の属性（居住地・出身地）

図 2 【居住地】

図 3 【出身地】

居住地：回答者の居住地は，94％は屋久島町居住者であり， 屋久島町以外の

回答者は，5％ でした。また，空港周辺 3集落（小瀬田・長峰・永久保）

は，14％の回答でした。（図 2）

出身地：回答者の出身地は，屋久島町が約 7割を占め，屋久島町を除く鹿児島県

出身者を含めると，鹿児島県出身者は約 8 割を占めます。（図 3）

空港周辺３集落

（307 通，14％）

屋久島町（小瀬田,長峰,永久保）, 
（232通）, 11%

屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）, 
（1200通）, 55%

鹿児島県内, 
（249通）, 11%

鹿児島県外, 
（433通）, 20%

無回答・無効, 
（63通）, 3%

屋久島町（小瀬田,長峰,永久保） 屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）
鹿児島県内 鹿児島県外

無回答・無効

(N = 2177)

小瀬田,
（160通） 7%

長峰,
（106通） 5%

永久保, 
（41通）, 2%

屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）, 
（1749通）

80%

屋久島町外, 
（117通）, 5%

無回答・無効

（4通）, 0%

小瀬田 長峰

永久保 屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）
屋久島町外 無回答・無効

(N = 2177)
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① -2 回答した方の属性（性別，年齢）

図 4 【性別】

図 5 【年齢】

性 別：回答者の性別割合は，男性が約 6割，女性が 4割でした。（図 4）

年 齢：各年齢層から幅広く意見が寄せられました。（図 5）

男性

（1264通）, 58%

女性

（865通）, 40%

無回答・無効

（48通）, 2%

男性 女性 無回答・無効

(N = 2177)

20歳未満
（165通）, 8%

20代
（160通）, 7%

30代
（272通）, 12%

40代
（381通）, 18%

50代
（380通）, 17%

60代
（411通）, 19%

70代以上,
（390通）, 18%

無回答・無効

（18通）, 1%

20歳未満 20代 30代
40代 50代 60代
70代以上 無回答・無効

(N = 2177)
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① -3 回答した方の属性（職業・業種）

図 6 【職業】

図 7 【業種】

306通
24%

196通
15%

187通
15%

107通
8%

102通
8% 85通

7%
73通
6% 39通

3%
30通
2%

27通
2%

24通
2%

20通
2% 3通

0%

78通
6%

23通
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

宿
泊
業
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業

製
造
業

農
林
業

建
設
業

卸
売
業
・小
売
業

医
療
・福
祉

運
輸
業
・郵
便
業

金
融
・保
険
業

電
気
・ガ
ス
・水
道
業

漁
業

教
育

不
動
産
業

そ
の
他

無
回
答
・
無
効

職業別：会社員 32％，自営業 15％，公務員 11％と約 6 割は，就業者からの回答

でした。（図 6）

業種：宿泊業・飲食業などのサービス業から多くの回答がありました。（図 7）

（N= 1277）

※公務員・学生・生徒・無職除く

会社員

(686通）, 32%

自営業

（320通）, 15%
公務員

（242通）, 11%

無職,
（460通）, 21%

学生・生徒

（163通）, 7%

その他

（271通）, 12%

無回答・無効

（35通）, 2%

会社員 自営業 公務員 無職

学生・生徒 その他 無回答・無効

(N = 2177)

（総数= 1300）
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② ＰＩ活動情報を知った情報メディア（ご意見募集用紙：問１）

【全回答】

【屋久島町居住者】 【屋久島町以外の居住者】

〇ＰＩ活動の実施を知った情報メディアは，「パンフレットの配布」が最も高い割合を

占め，行政広報誌も高い周知効果がみられました。（図 8）

〇周囲の人などからの伝言（口コミ）も比較的高い割合を占めました。 （図 8）

問１：今回の意見募集について，どのような形でお知りになりましたか

図 8 問 1：意見募集を知ったきっかけ

図９ 図 10

（総数= 2773）

（総数=135）

(N=121)

（総数=2638）

(N=2056)

(N=2177)

51%（1046通）

38%（777通）

19% （400通）

8% （161通）

4% (74通）

3% （70通）

3% （66通）

2% （44通）

パンフレットの配布

行政広報誌

周囲の人からの伝言（口コミ）

ポスター・チラシ・パネル展

ホームページ・フェイスブック

その他

説明会

新聞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

50%（1095通）

36%（783通）

20%（441通）

8% （174通）

4% （88通）

4% （80通）

3% （66通）

2% （46通）

パンフレットの配布

行政広報誌

周囲の人からの伝言（口コミ）

ポスター・チラシ・パネル展

ホームページ・フェイスブック

その他

説明会

新聞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

40%（49通）

34%（41通）

12% （14通）

11% （13通）

8% （10通）

5% （6通）

2% （2通）

0通, 0%

パンフレットの配布

周囲の人からの伝言（口コミ）

ホームページ・フェイスブック

ポスター・チラシ・パネル展

その他

行政広報誌

新聞

説明会

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（N=121）
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③ 基本計画（案）への興味（問２）

【全回答】

【屋久島町居住者】 【屋久島町以外の居住者】

問２：今回提供した屋久島空港の滑走路延伸基本計画(案)等の内容について，興

味を持ちましたか

〇「とても興味深かった」 ， 「興味深かった」と回答した方は，全体で 約 9 割を占

めました。 （図 11）

〇屋久島町居住者，屋久島町以外に居住されている回答者において，回答に大き

な違いは見られませんでした。（図 12，13）

図 11 ＜問２：計画案への興味＞

図12 図 13

とても興味深かった

54%（1171通）
興味深かった

35%（761通）

あまり興味がもてなかった

7%（166通）

興味がない

3%（62通） 無回答・無効

1%（17通）

とても興味深かった 興味深かった

あまり興味がもてなかった 興味がない

無回答・無効

(N = 2177)

とても興味深かった

64%（77通）

興味深かった

30%（37通）

あまり興味が

もてなかった

3%（4通）

興味がない

2%（2通）
無回答・無効

1%（1通）

とても興味深かった 興味深かった

あまり興味がもてなかった 興味がない

無回答・無効

（N=121）

とても興味深かった

53%（1094通）
興味深かった

35%（724通）

あまり興味が

もてなかった

8%（162通）

興味がない

3%（60通） 無回答・無効

1%（16通）

とても興味深かった 興味深かった

あまり興味がもてなかった 興味がない

無回答・無効

（N=2056）
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④ 情報提供内容の理解度（問３～８）

図 14 【全回答】

図 15 【屋久島町居住者】 図 16 【屋久島町以外の居住者】

68%

67%

79%

69%

64%

69%

31%

31%

18%

27%

31%

26%

1%

2%

2%

2%

4%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問3.「基本計画(案)」への意見募集と進め方

問4.屋久島の現況

問5.滑走路延伸の必要性

問6.滑走路延伸に係る基本計画(案)

問7.動植物に関する環境現況調査等

問8.滑走路延伸により期待される効果と課題等

理解できた ある程度理解できた わからなかった 無回答・無効 （N=121）

53%

60%

68%

57%

52%

58%

42%

36%

27%

37%

42%

34%

4%

2%

5%

4%

5%

4%

1%

1%

1%

2%

1%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問3.「基本計画(案)」への意見募集と進め方

問4.屋久島の現況

問5.滑走路延伸の必要性

問6.滑走路延伸に係る基本計画(案)

問7.動植物に関する環境現況調査等

問8.滑走路延伸により期待される効果と課題等

理解できた ある程度理解できた わからなかった 無回答・無効 （N=2056）

54%

61%

68%

58%

52%

59%

42%

36%

26%

36%

41%

34%

3%

2%

5%

4%

5%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問3.「基本計画(案)」への意見募集と進め方

問4.屋久島の現況

問5.滑走路延伸の必要性

問6.滑走路延伸に係る基本計画(案)

問7.動植物に関する環境現況調査等

問8.滑走路延伸により期待される効果と課題等

理解できた ある程度理解できた わからなかった 無回答・無効 (N = 2177)

問 3～8：お読み頂いた屋久島空港の滑走路延伸基本計画(案)の内容について，

どの程度ご理解いただけましたか

〇「理解できた」 ， 「ある程度理解できた」と回答した方は全ての内容において 9

割を越えました。 （図 14）

〇屋久島町居住者においても，「理解できた」 ，「ある程度理解できた」と回答した

方は，9割を超えました。（図 15）

（1,180 通） （909 通）

（1,322 通） （776 通）

（1,488 通） （570 通）

（1,257 通） （796 通）

（1,137 通） （896 通）

（1,286 通） （733 通）

（73 通）
（15 通）

（49 通）
（30 通）

（99 通）

（20 通）

（88 通）

（36 通）

（114 通）

（30 通）

（89 通）

（69 通）

（1,098 通）

（1,241 通）

（1,392 通）

（1,173 通）

（1,060 通）

（1202 通）

（872 通）

（739 通）

（548 通）

（763 通）

（858 通）

（702 通）

（72 通）

（47 通）

（97 通）

（86 通）

（109 通）

（87 通）

（14 通）

（29 通）

（19 通）

（34 通）

（29 通）

（65 通）

（1 通）

（1 通）

（1 通）

（2通）

（1 通）

（4 通）

（1 通）

（2 通）

（2通）

（2 通）

（5 通）

（2 通）

（37 通）

（37 通）

（22 通）

（33 通）

（38 通）

（31 通）

（82 通）

（81 通）

（96 通）

（84 通）

（77 通）

（84 通）
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⑤ 屋久島空港の滑走路延伸を検討する上で重要だと思う項目（問９）

（N＝2,177）

（総数＝5,571）

問 9：屋久島空港の滑走路延伸を検討する上で，何が重要だと思いますか。（早期

整備，自然環境への配慮，騒音等への配慮，事業費の縮減，旅行者の受入態

勢，ジェット機就航の見通し，地元の熱意の中から複数回答可能）

〇選定された重要項目では，「早期整備」（約 6割） が多く，全体の半数以上を占め

ました。次いで，多いのは「ジェット機就航の見通し」（約4割），「旅行者の受入体制」

（4 割）でした。（図 17）

〇重要と考える項目について，回答者 2,177 人の約 7 割の方々が 2 項目以上を

選定していました。（総数 5,203）

図 17 問 9：延伸を検討する上で重要だと思うもの

63% （1365通）

41% （895通）

37% （803通）

36% （781通）

33% （727通）

27%（583通）

19% （417通）

早期整備

ジェット機就航の見通し

旅行者の受入体制

自然環境への配慮

騒音等への配慮

地元の熱意

事業費（コスト）の縮減

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

-13-



⑥ 滑走路延伸に関する賛否（問 10）

【全回答】

図 18 問１０ 延伸の必要性

図 19 【屋久島町居住者】 図 20 【屋久島町以外の居住者】

問 10：現在の屋久島空港は，関東方面からのプロペラ機の就航は困難です。ジ

ェット機就航を可能とするために，現在の滑走路延長 1,500 メートルを 2,000 メ

ートルに延伸することに対してどのように思いますか。（延伸するほうが良い，延

伸する必要はない，その他から一つ選択）

〇約 9割の方々が滑走路を延伸する方が良い。と回答しました。（図 18）

〇屋久島町居住者においても約 9割の方々が滑走路を延伸する方が良い。と回答

しました。（図 19）

滑走路を延伸

する方が良い。

(1843通), 90%

滑走路を延伸する

必要はない。

(143通), 7%

その他

(54通), 2% 無回答・無効

(16通), 1%

滑走路を延伸する方が良い。 滑走路を延伸する必要はない。
その他 無回答・無効

（N=2056）

滑走路を延伸

する方が良い。

(106通), 88%

滑走路を延伸する

必要はない。

(9通), 7%

その他, 
(5通), 4%

無回答・無効, 
(1通), 1%

滑走路を延伸する方が良い。 滑走路を延伸する必要はない。
その他 無回答・無効

（N=121）

滑走路を延伸する方が良い。

（1949通）
90%

滑走路を延伸する

必要はない。

（152通）, 7%

その他

（59通）,3% 無回答・無効

（17通）, 1%

滑走路を延伸する方が良い。 滑走路を延伸する必要はない。

その他 無回答・無効

(N = 2177)
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 寄せられた自由意見（問 11）

図 21 内容別に分類した自由意見の件数と割合

表４ 内容別に分類した自由意見の件数と割合

491件
32％

118件
8％

174件
11%

147件
10%

198件
13%

220件
15%

609件
40%

167件
11%

〇2,177 通のうち自由意見が書かれていたものが 947 通ありました。

○寄せられた自由意見を PI 用パンフレットに示した項目を踏まえて，大きく 6 つの

グループに分類・整理し，さらに 6つのグループを内容別に分類・整理しました。

○結果，複数のご意見もあり意見数としては，1,515 件に分類されました。（表 4）

○滑走路延伸を推進する意見が一番多く，32％を占めました。

（N=1,515）滑走路延伸を推進する意見

件数 割合

1.滑走路延伸の必要性に関すること 174 11%
(1)関東－屋久島間などの航空機需要に関する意見 22 1%

(2)関東－屋久島間などのジェット機就航に関する意見 152 10%

2.滑走路延伸に係る基本計画（案）に関すること 147 10%

(1)空港の基本施設に関する意見 37 3%
(2)ターミナル地域に関する意見 75 5%
(3)事業費・費用対効果に関する意見 35 2%

3.滑走路延伸により期待される効果に関すること 198 13%

(1)交流人口の拡大など観光振興に関する意見 79 5%
(2)農林水産業など産業振興に関する意見 20 2%
(3)運航の安全性や就航率の向上に関する意見 35 2%
(4)関東方面との往来活性化など県外からの利便性向上に関する意見 64 4%

4.滑走路延伸による課題に関すること 220 15%

(1) 動植物等自然環境に関する意見 87 6%
(2) 騒音・振動等に関する意見 51 4%
(3)民間用地及び建物への影響に関する意見 15 1%
(4)旅客の受入体制等に関する意見 67 4%

5.滑走路延伸全般に関すること 609 40%

(1)滑走路延伸を推進する意見 491 32%
(2)滑走路延伸に否定的な意見 118 8%

6.その他 167 11%

その他 167 11%

合計件数 1,515 100%

-15-



【参考】

～複数の内容を含む自由意見の分類・整理のイメージ～
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■配布した意見募集用紙（表面）
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■配布した意見募集用紙（裏面）
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（４）寄せられた自由意見に対する対応

○内容別に分類・整理した自由意見に対する屋久島空港滑走路延伸協議会として

の対応については，下記のとおりです。

表 5【意見総数 947 通 分類後 1,515 件】
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３．ＰＩ活動の評価について

（１）評価方法

｢屋久島空港の滑走路延伸計画案に関する PI 実施計画書｣で定めた｢PI 活動

の基本的な考え方｣に基づき実施され，その結果，意見が集約され，計画案の確

定について判断できる状態に到達できたか，以下に示す４つの視点で評価を行

います。

視点① 屋久島の住民の PI 活動への積極的な参加を促したか

⇒「ＰＩ実施計画書」に基づき計画通りに活動が実施され，また，提供する

情報が十分に周知され，屋久島の住民の PI 活動への積極的な参加を

促したかについて評価する。

視点② わかりやすい情報の提供に努めたか

⇒わかりやすい情報の提供に努め，提供した情報がＰＩ対象者に対して，

理解されたかについて評価する。

視点③ 屋久島の住民の意見を積極的に把握し，意見が集約

されたか

⇒屋久島の住民の意見を数多く収集し，意見が集約されたかについて評

価する。

ＰＩ活動の総合評価

視点④ 透明性，公平性及び客観性を確保した PI 活動を実施

したか

⇒事業主体である鹿児島県や PI 対象者に対して中立的な立場である第

三者機関（屋久島空港PI 評価委員会）の評価・助言のもとに実施され

たかについて評価する。
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（２）各視点での評価

表 6 活動結果

視点① 屋久島の住民の PI 活動への積極的な参加を促したか

「ＰＩ実施計画書」に基づき計画通りに活動が実施され，また，提供する情報が十分に周
知され，屋久島の住民の PI 活動への積極的な参加を促したかについて評価する。

評価

○行政広報誌への記事掲載，PR ポスターの掲示，PR チラシの配布，PI 用パンフ

レットの配布，パネル展示，ホームページへの情報掲載，説明会の開催につい

て，当初の計画をすべて実施しました。（表 6）

○計画書に記載していなかった新聞広告などの各種メディアや SNS での情報発

信などの活動も実施しました。(表 6)

○屋久島町においては，町内 26集落の区長に対して実施内容等について事前に

説明を行うとともに，防災行政無線で定期的に呼びかけを実施するなどの取組も

実施しました。（表 6）

○屋久島の将来を担う若年層の意見反映として，県立屋久島高校の協力を得て，

1.2 年生全員への意見募集を実施しました。（表 6）

⇒ 「ＰＩ実施計画書」に示されている活動が計画通りに実施できました。

また、計画書に記載のなかった各種メディアや SNS での情報発信，屋久島の

住民に対する活動にも力を入れるなど、提供する情報が十分に周知され，屋久

島の住民の PI 活動への積極的な参加を促したと判断しました。

活動内容 PI実施計画書との比較 結　果 活動内容 PI実施計画書との比較 結　果

行政広報誌への
記事掲載

計画通り実施

・「町報やくしま」に、意見募集の実施期
間、説明会の案内、パンフレットの配布等
についての情報を掲載しました。
・「県政かわら版」に、ＰＩ用パンフレッ
トの配布場所，意見募集方法及び期間等に
ついての情報を掲載しました。

ホームページへの
情報掲載

計画通り実施
・鹿児島県ホームページ、屋久
島町ホームページに情報を掲載
しました。

PRポスターの掲示 計画通り実施
・屋久島町役場，鹿児島県庁，屋久島事務
所，各空港・港湾等に掲示しました。
（100部）

説明会の開催 計画通り実施

・屋久島離島開発総合センター
（宮之浦）、屋久島町役場、尾
之間中央公民館にて住民説明会
を行いました。

PRチラシの配布 計画通り実施
・屋久島町役場，鹿児島県庁，屋久島事務
所，空港・港湾等に配置しました。
（580部）

SNSへの情報発信
計画書に記載して

いないが実施した活動
・鹿児島県フェイスブックでの
情報発信を行いました。

PI用パンフレット
の配布

計画通り実施

・屋久島町の全世帯に配布し，屋久島事務
所，屋久島町役場，鹿児島県庁等にも配置
しました。（印刷8,100部、世帯配布6,600
部）

新聞広告
ラジオ
テレビ

計画書に記載して
いないが実施した活動

・南日本新聞、ラジオ番組「な
るほど！鹿児島」（FMかごし
ま）、県政広報テレビKYT「けん
ナビっ！」等の各種メディアで
の広報活動を行いました。

パネル展示 計画通り実施

・鹿児島県庁，屋久島事務所，屋久島町役
場，屋久島空港，宮之浦港，安房港にて、
パンフレットの内容をパネルで展示しまし
た。

屋久島町の取組
計画書に記載して

いないが実施した活動

・屋久島町内26集落の区長への
事前説明を行うとともに防災行
政無線で定期的な呼びかけを実
施しました。
・県立屋久島高校1.2年生への意
見募集を実施しました。
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図 22 ＜問２：計画案への興味＞

図 23 ＜問 3～8 PI 用パンフレットの内容理解度＞

54%

61%

68%

58%

52%

59%

42%

36%

26%

36%

41%

34%

3%

2%

5%

4%

5%

4%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

問3.「基本計画(案)」への意見募集と進め方

問4.屋久島の現況

問5.滑走路延伸の必要性

問6.滑走路延伸に係る基本計画(案)

問7.動植物に関する環境現況調査等

問8.滑走路延伸により期待される効果と課題等

理解できた ある程度理解できた わからなかった 無回答・無効 (N = 2177)

視点② わかりやすい情報の提供に努めたか

⇒わかりやすい情報の提供に努め，提供した情報がＰＩ対象者に対して，理解されたか
について評価する。

評価

○問2のPI用パンフレットの内容について「とても興味深かった」，「興味深かった」

と回答した方は，約 9割となっており屋久島空港の整備に興味をもっていただけた

と考えます。（図 22）

○問 3～8 の PI 用パンフレットの理解度について，「理解できた」，「ある程度理解

できた」と回答した方は，いずれの項目でも 9 割以上となっており多くの方々に理

解していただけたと考えます。（図 23）

⇒屋久島町居住者をはじめとした多くの PI 対象者の方々に対してわかりやすい

情報提供に努め，理解されたと判断しました。

（1,180 通） （909 通） （15 通）
（73 通）

（1,322 通） （776 通）

（49 通）
（30 通）

（1,488 通） （570 通）

（99 通）
（20 通）

（1,257 通） （796 通）

（88 通）
（36 通）

（1,137 通） （896 通）

（114 通）

（30 通）

（1,286 通） （733 通）

（89 通）

（69 通）

とても興味深かった

54%（1171通）
興味深かった

35%（761通）

あまり興味がもてなかった

7%（166通）

興味がない

3%（62通） 無回答・無効

1%（17通）

とても興味深かった 興味深かった

あまり興味がもてなかった 興味がない

無回答・無効

(N = 2177)
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図 2４ ＜回答数＞ 図 25 ＜居住地＞

視点③ 屋久島の住民の意見を積極的に把握し，意見が集約されたか

⇒屋久島の住民の意見を数多く収集し，意見が集約されたかについて評価する。

評価

○ＰＩ用パンフレットを屋久島町全世帯に配布し，屋久島町居住者について，屋久島

町の世帯数の約 3割の 2,056 通の回答をいただきました。（同一世帯の複数回答の

可能性も有り。）（図 24）

○特に空港周辺3集落（小瀬田・長峰・永久保）からは，526世帯の内，約6割の307

通の回答をいただきました。（図 25）

○幅広い年齢層や職業からたくさんの回答をいただくことが出来ました。（図 26,27）

○6 割以上の方々から早期整備が延伸を検討する上で重要だと回答をいただきまし

た。（図 28）

○｢滑走路延伸をする方が良い｣との意見が約 9割を占めました。（図 29）

○自由意見の総数は 947 通であり，それらの自由意見を内容別に 1,515 件に分類

し，主な意見を集約・把握するとともに屋久島空港滑走路延伸協議会としての考え方

などの対応方針を示しました。（P19 表 5）

⇒多くの方々からご意見を収集し，約 9 割の方々が｢滑走路を延伸する方が良い。｣

との意見であったことから，滑走路延伸に対する意見が集約されたと判断しました。

空港周辺３集落

（307 通，14％）小瀬田,
（160通） 7%

長峰,
（106通） 5%

永久保, 
（41通）, 2%

屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）, 
（1749通）

80%

屋久島町外, 
（117通）, 5%

無回答・無効

（4通）, 0%

小瀬田 長峰

永久保 屋久島町（小瀬田,長峰,永久保以外）
屋久島町外 無回答・無効

(N = 2177)
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図 26 ＜性別＞ 図 27 ＜年齢＞

図 28 ＜問 9 延伸を検討する上で，重要だと思う項目＞

図 29 ＜問 10 延伸の必要性＞

63% （1365通）

41% （895通）

37% （803通）

36% （781通）

33% （727通）

27%（583通）

19% （417通）

早期整備

ジェット機就航の見通し

旅行者の受入体制

自然環境への配慮

騒音等への配慮

地元の熱意

事業費（コスト）の縮減

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

(N = 2177)

（N＝2,177）

（総数＝5,571）

男性

（1264通）, 58%

女性

（865通）, 40%

無回答・無効

（48通）, 2%

男性 女性 無回答・無効

(N = 2177)

滑走路を延伸する方が良い。

（1949通）
90%

滑走路を延伸する

必要はない。

（152通）, 7%

その他

（59通）,3% 無回答・無効

（17通）, 1%

滑走路を延伸する方が良い。 滑走路を延伸する必要はない。

その他 無回答・無効

(N = 2177)
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屋久島空港PI 評価委員会の開催状況

○委 員

・浅野 敏之氏（鹿児島大学 地震火山地域防災センター 特任教授）

・萩野 誠氏 （鹿児島大学法文学部 教授）

・西 みやび氏（西みやび事務所 代表）

○第１回 令和元年 9月 6日（金）

議事：｢屋久島空港滑走路延伸に係る PI の進め方について｣

｢PI 実施計画書（案）について｣

【主な助言】

・屋久島空港を強調するために表の色を太くすると良い。

・屋久島空港の滑走路を延伸する目的に緊急時に飛行機を使えるなどの文言を入

れると良い。

○第２回 令和元年 11月 15 日（金）

議事：｢屋久島空港のPI に係る情報提供資料（基本計画（案）等）について｣

｢情報提供及び意見募集の方法について｣

【主な助言】

・PI の内容について，PI 実施計画書を見ていない方もいるので詳細に記載した方

が良い。

・意見の回答方法について，重複の回答を避けるための文言を追加した方が良い。

○第 3回 令和 2年 5月 19 日（火）

議事：｢PI 活動の取りまとめについて｣

｢PI 活動の評価について｣

｢PI 実施記録について｣

視点④ 透明性，公平性及び客観性を確保した PI 活動を実施したか

⇒事業主体である鹿児島県や PI 対象者に対して中立的な立場である第三者機

関（屋久島空港 PI 評価委員会）の評価・助言のもとに実施されたか評価する。

評価

○第１回屋久島空港 PI 評価委員会おいて，PI の進め方について，評価・助言を頂

き，｢PI 実施計画書｣を公表しました。

○第２回屋久島空港 PI 評価委員会において，情報提供及び意見募集の方法につ

いて，評価・助言をいただき，｢PI 用パンフレット｣を公表し，意見募集を行いました。

○第３回屋久島空港 PI 評価委員会において，屋久島空港PI 活動について総合的

に評価していただきました。

⇒透明性，公平性及び客観性を確保した PI 活動が実施できたと判断しました。
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（３）ＰＩ活動の総合評価

以下の４つの視点を踏まえて，総合評価を行いました。

＜視点①＞屋久島の住民のPI 活動への積極的な参加を促したか

○「ＰＩ実施計画書」に示されている活動が計画通りに実施できました。

また，計画書に記載のなかった各種メディアや SNS での情報発信や屋久島

の住民に対する活動にも力を入れるなど，提供する情報が十分に周知され，

屋久島の住民のPI 活動への積極的な参加を促したと判断しました。

＜視点②＞わかりやすい情報の提供に努めたか

○屋久島町居住者をはじめとした多くの PI 対象者の方々に対して

わかりやすい情報提供に努め，理解されたと判断しました。

＜視点③＞屋久島の住民の意見を積極的に把握し，意見が集約されたか

○多くの方々からご意見を収集し，約 9割の方々が｢滑走路を

延伸する方が良い。｣との意見であったことから，滑走路延伸

に対する意見が集約されたと判断しました。

＜視点④＞透明性，公平性及び客観性を確保した PI 活動を実施したか

○透明性，公平性及び客観性を確保した PI 活動が

実施できたと判断しました。

- 総合評価 -

⇒ 上記より、ＰＩ活動は，実施計画書で定めた基本的な考え方に

基づき実施され，十分な意見の集約ができ，合意形成が図られ

たと判断しました。
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４．ＰＩ評価委員会の評価・助言

（１）第１回屋久島空港ＰＩ評価委員会の概要

１）日 時 令和元年９月６日（金）1４:00～15:10
２）会 場 鹿児島県市町村自治会館５０５会議室
３）出席者

①屋久島空港 PI 評価委員会（順不同）
鹿児島大学 地震火山地域防災センター

特任教授 浅野 敏之（委員長）
鹿児島大学 法文学部 教授 萩野 誠
西みやび事務所 代表 西 みやび

②屋久島空港滑走路延伸協議会
鹿児島県，屋久島町

４）議事内容とＰＩ評価委員会からの評価・助言
第１回屋久島空港ＰＩ評価委員会において，｢PI 実施計画書（案）｣に

ついて，以下のような評価・助言をいただきました。

①PI 実施計画書（案）
○ 資料３－４の屋久島空港から３方向の桃色印は，もっと太くした
方がよい。

○ 資料３－４の屋久島空港の滑走路を延伸する目的に緊急時に飛行
機を使えるなどの一言を入れると良い。

○ 騒音の調査結果をパンフレットに反映していただきたい。
○ インターネットによるアンケートでは，なりすましなどがあるの
でメールアドレスや電話番号の記入も入れるよう工夫して欲し
い。

⇒ 上記の助言を踏まえて，ＰＩ実施計画書の公表及び基本計画書（案）の
作成を行いました。
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（２）第２回屋久島空港ＰＩ評価委員会の概要

１）日 時 令和元年１１月１５日（金）1４:00～15:10
２）会 場 鹿児島県市町村自治会館５０５会議室
３）出席者
①屋久島空港 PI 評価委員会（順不同）

鹿児島大学 地震火山地域防災センター
特任教授 浅野 敏之（委員長）

鹿児島大学 法文学部 教授 萩野 誠
西みやび事務所 代表 西 みやび

②屋久島空港滑走路延伸協議会
鹿児島県，屋久島町

４）議事内容とＰＩ評価委員会からの評価・助言
第２回屋久島空港ＰＩ評価委員会において，｢屋久島空港のＰＩに係
る情報提供資料（基本計画（案）等）について｣のほか｢情報提供及び意
見募集の方法について｣，等以下のような評価・助言をいただきました。

①屋久島空港のＰＩに係る情報提供資料（基本計画（案）等）について
○ １頁のＰＩの内容について，ＰＩ実施計画書を見ていない方もい
るので，詳細に記載した方が良い。
○ ３頁のグラフについて，港湾と空港を分かりやすく色分けした方
が良い。
○ 島内の需要も見込まれることから６頁の｢乗降客数の予測方法と結
果｣の箇所に｢関東方面のみならず，屋久島町民の利便性も高まる｣
旨の文言も追加されると良い。
○ 意見の回答方法について，重複の回答を避けるために，｢意見は，
どちらか一方のみ。お一人様１回限りとします。｣旨の文言を追加
した方が良い。
○ 屋久島の住民の方は，年配の方も多いと思われるので，文字の大
きさについて配慮した方が良い。
○ 色彩障害の方にも配慮して作成していると思うが，再確認される
と良い。

②情報提供及び意見募集の方法について
○ はがきの問 10の滑走路延伸に対する内容について，質問と回答の
選択項目に重複感があるので，｢滑走路を延伸する方が良い。｣，｢滑
走路の延伸は必要はない。｣などにした方が良い。

○ はがきは，アンケート回答者の立場からする書きにくい設問設定に
なって迷うので，問３～問８は，位置を左右逆にした方が良い。
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○ ホームページの回答において，回数を制御しているなら，｢同一パ
ソコン等からの意見提出は，１回のみとなるように制御している｣
旨の文言を追加し，Ｅメールの記入欄は削除した方が良い。
○ ホームページの問 11 の自由意見欄については，エンドレスに書か
れてしまうことも考えられるため，文字制限（200 字程度）をか
けた方が良い。

③その他
○ 回答率については，周知が大事なので，マスコミにプレスリリー
スする等，積極的なアピールを検討すること。
○ 今回，精査中の箇所は，ＰＩ実施前に委員にも報告すること。
○ 周知期間，ＰＩ活動期間については，２週間及び１ヶ月は確保す
ること。

⇒ 上記の助言を踏まえて，基本計画（案）をとりまとめ情報提供を行うと
ともに意見募集の取り組みを行いました。
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（３）第３回屋久島空港ＰＩ評価委員会の概要
１）日 時 令和２年５月１９日（火）1４:00～15:00
２）会 場 鹿児島県市町村自治会館 403会議室
３）出席者
①屋久島空港 PI 評価委員会（順不同）

鹿児島大学 地震火山地域防災センター
特任教授 浅野 敏之（委員長）

鹿児島大学 法文学部 教授 萩野 誠
西みやび事務所 代表 西 みやび

②屋久島空港滑走路延伸協議会
鹿児島県，屋久島町

４）議事内容とＰＩ評価委員会からの評価・助言
第３回屋久島空港ＰＩ評価委員会において，「PI 活動の評価」，｢PI 実施記
録について｣，以下のような評価・助言をいただきました。

①PI 活動の評価について
○ 全世帯に配布するのに加え,説明会も実施し,メディアへの情報発信や
これからの未来を担う若い高校1年生,2年生の意見を聞けたのが良い。

○ 屋久島の人口が1万3千人なので,400くらいのアンケートが取れれば
十分だが,今回は約2,000取れているので素晴らしい。90数パーセント
の信頼度,許容誤差3～2％となっており,ほとんどの住民の意見が反映さ
れていると判断してもいいくらいの結果が出ている。
○ このアンケート結果を割り引いて PI活動を考えることはできない。

そのことを肝に銘じて,取り扱っていただければと思う。
○ 単にアンケートをとるだけでなく,特に 19頁以降,非常に意見が集約さ
れて,それに対する対応もしっかりまとめられている。

○ 住民が自然環境に対して非常に心配している。滑走路に近い住民は,騒
音に対する心配をしている。自然環境と騒音に対する対応が全く同じ文章
になっているため，もう少し丁寧に説明すべき。（22頁）
○ 22頁の意見に対する対応方針のところの旅客の受け入れ態勢につい
て,オーバーツーリズムに対する懸念はあるので,能力を超えた観光客へ
の対応について，もう少し具体的な対応が書ければ良かったと思う。
○ PI 活動の自己評価については,今回のアンケート結果によれば,4つの
視点は概ねクリアできたと思う。

⇒ PI 評価委員会として，PI活動の評価について，妥当であると認める。
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②PI 実施記録書について
○ 実施記録書の構成について，問題ない。
○ 個人情報が特定される可能性のある自由意見の取扱いについては，
事務局において，県条例を再確認すること。

⇒ PI 評価委員会として，PI 実施記録書について妥当であると認める。
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屋久島空港ＰＩ評価委員会規約

（設置）

第１条 屋久島空港ＰＩ評価委員会（以下「評価委員会」という）は，屋久島

空港滑走路延伸協議会（以下「協議会」という）が設置する。

（目的）

第２条 評価委員会は，協議会が行うパブリック・インボルブメント（以下「Ｐ

Ｉ」という）に係るプロセスや結果について，評価・助言を行うことにより

ＰＩの透明性，公平性及び客観性を確保することを目的とする。

２ ＰＩとは，空港整備計画の検討段階において，空港整備主体が関係地方公

共団体と連携して，主として対象事業を行う空港（予定を含む）の所在また

は周辺地域の住民などのＰＩ対象者に情報を公開した上で，広く意見を把握

し，計画策定過程にＰＩ対象者の参画を促すことをいう。

（所掌事務）

第３条 評価委員会は，前条の目的を達成するために次の事項について評価，

助言を行う。

(1) ＰＩ実施計画に関すること

(2) ＰＩ実施期間中のＰＩ活動に関すること

(3) ＰＩ実施結果に関すること

（構成）

第４条 評価委員会は，所掌事務の遂行に必要な有識者をもって構成し，委員

の構成は別紙のとおりとする。

（第三者性）

第５条 委員は，評価委員会の目的に照らし，特定の行政機関職員及び特定の

利害関係者等の利害を代表してはならない。

（委員の任期）

第６条 委員の任期は，評価委員会の所掌事務が完了するまでとする。

（委員長）

第７条 評価委員会には，委員長を置く。

２ 委員長は，委員の互選により選任する。

（評価委員会の運営）

第８条 評価委員会は，委員長が招集し開催する。

２ 評価委員会は，委員全員の出席をもって成立する。

３ 評価委員会は，協議会に対し評価委員会の運営に必要な資料の提出を求め

ることができる。

４ 評価委員会は，必要に応じて委員以外の関係者の出席を求める事ができる。
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（守秘義務）

第９条 委員は，個人を識別させる情報や個人の権利利益を害する恐れのある

情報などを漏らしてはならない。また，その職を退いた後も同様とする。

（委員会の公開）

第10条 評価委員会は，特段の理由のある場合を除き，原則として公開とし，

その基本方針については，鹿児島県が平成13年3月23日に決定した「審議会

等の会議の公開に関する指針」によるものとする。

（事務局）

第11条 評価委員会の事務局は，鹿児島県に置く。

（その他）

第12条 その他，評価委員会運営に必要な事項については，協議会が定める。

附 則

この規約は，令和元年８月20日より施行する。
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（別 紙）

屋久島空港ＰＩ評価委員会委員名簿

氏 名 所 属 備 考

萩野 誠 鹿児島大学法文学部 教授

浅野 敏之 鹿児島大学地震火山地域防災センター 特任教授

西 みやび 西みやび事務所 代表
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５．ＰＩの終了について

屋久島空港のパブリック・インボルブメント（以下，ＰＩ）は，屋久島空港の滑走路

延伸計画に係る事業の必要性や施設計画の妥当性等に係る情報をＰＩ対象者（屋久島町，

鹿児島県民等）に提供し，ＰＩ対象者の意見を把握することを目標に活動しました。

屋久島空港滑走路延伸協議会では，50 日間にわたるＰＩ活動期間結果を以下のよう

に評価し第３回屋久島空港ＰＩ評価委員会に報告しました。

○ ｢ＰＩ実施計画書｣に示した活動以外にも力を入れるなど，屋久島の住

民のＰＩ活動への積極的な参加を促したと判断しました。

○屋久島町居住者をはじめとした多くのＰＩ対象者の方々に対してわかりやすい

情報提供に努め，理解されたと判断しました。

○多くの方々からご意見を収集し，約９割の方々が｢滑走路を延伸する方が良い。｣

との意見であったことから，滑走路延伸に対する意見が集約されたと判断しまし

た。

○ 透明性，公平性及び客観性を確保したＰＩ活動が実施できたと判断しました。

以上より，ＰＩ活動は，実施計画書で定めた基本的な考え方に基づき実施され，十

分な意見の集約ができ，合意形成が図られたと判断しました。

このＰＩ活動について，第３回屋久島空港ＰＩ評価委員会において，妥当であると

評価を頂いたので，屋久島空港のＰＩを終了することにいたしました。

令和２年５月

屋久島空港滑走路延伸協議会
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